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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のフレームレートの区間と、前記第１のフレームレートと異なる第２のフレームレ
ートの区間とを含む動画ファイルのサムネイル画像を表示装置に表示させる画像再生装置
であって、
　前記動画ファイルに対応する動画のどの部分が前記第１のフレームレートの区間である
かと、前記動画ファイルに対応する動画のどの部分が前記第２のフレームレートの区間で
あるかとを識別させるための情報が、前記動画ファイルに対応する動画が再生される前に
、前記動画ファイルのサムネイル画像とともに前記表示装置に表示されるように制御し、
前記動画ファイルと異なる動画ファイルのサムネイルが前記動画ファイルのサムネイル画
像とともに前記表示装置に表示される場合、前記動画ファイルに対応する動画のどの部分
が前記第１のフレームレートの区間であるかと、前記動画ファイルに対応する動画のどの
部分が前記第２のフレームレートの区間であるかとを識別させるための情報が、前記表示
装置に表示される制御を行わないようにする制御手段を有する画像再生装置。
【請求項２】
　前記動画ファイルが前記第１のフレームレートの区間を含むか否かを前記動画ファイル
の属性情報に基づいて判別する判別手段を有することを特徴とする請求項１に記載の画像
再生装置。
【請求項３】
　前記第１のフレームレートは、高フレームレートであることを特徴とする請求項１また
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は２に記載に記載の画像再生装置。
【請求項４】
　コンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　第１のフレームレートの区間と、前記第１のフレームレートと異なる第２のフレームレ
ートの区間とを含む動画ファイルのサムネイル画像を表示装置に表示させるステップと、
　前記動画ファイルに対応する動画のどの部分が前記第１のフレームレートの区間である
かと、前記動画ファイルに対応する動画のどの部分が前記第２のフレームレートの区間で
あるかとを識別させるための情報が、前記動画ファイルに対応する動画が再生される前に
、前記動画ファイルのサムネイル画像とともに前記表示装置に表示されるように制御する
制御ステップとを有し、前記動画ファイルと異なる動画ファイルのサムネイルが前記動画
ファイルのサムネイル画像とともに前記表示装置に表示される場合、前記制御ステップが
前記コンピュータに実行されないことを特徴とするプログラム。
【請求項５】
　前記動画ファイルが前記第１のフレームレートの区間を含むか否かを前記動画ファイル
の属性情報に基づいて判別するステップを有することを特徴とする請求項４に記載のプロ
グラム。
【請求項６】
　前記第１のフレームレートは、高フレームレートであることを特徴とする請求項４また
は５に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動画ファイルの再生を行う画像再生装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、動画の撮影、記録及び再生を行う画像記録装置において、例えば、マルチアング
ル動画を含む記録されたタイトル（動画ファイル）を再生する場合、ユーザは、表示部に
おいてアングルマークが表示されたタイトルを選択する。さらに、ユーザは、タイトル再
生中において、このアングルマークの点滅により、マルチアングル動画の記録部分に差し
掛かったことを確認できる（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平１０－１５５１３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来の技術では、撮影中にフレームレートを切り替えて記録された動画
ファイルに関して、ユーザが直感的な操作で簡潔に所望の動画再生を行うことができなか
った。具体的には、高フレームレート記録区間の有無の確認、当該記録区間部分の再生、
高フレームレート再生とスロー再生との切替え等を、ユーザが行うことができなかった。
【０００４】
　そこで、本発明は、高フレームレート区間の有無の確認を行えるようにすることを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る画像再生装置の一つは、第１のフレームレートの区間と、前記第１のフレ
ームレートと異なる第２のフレームレートの区間とを含む動画ファイルのサムネイル画像
を表示装置に表示させる画像再生装置であって、前記動画ファイルに対応する動画のどの
部分が前記第１のフレームレートの区間であるかと、前記動画ファイルに対応する動画の
どの部分が前記第２のフレームレートの区間であるかとを識別させるための情報が、前記
動画ファイルに対応する動画が再生される前に、前記動画ファイルのサムネイル画像とと
もに前記表示装置に表示されるように制御し、前記動画ファイルと異なる動画ファイルの
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サムネイルが前記動画ファイルのサムネイル画像とともに前記表示装置に表示される場合
、前記動画ファイルに対応する動画のどの部分が前記第１のフレームレートの区間である
かと、前記動画ファイルに対応する動画のどの部分が前記第２のフレームレートの区間で
あるかとを識別させるための情報が、前記表示装置に表示される制御を行わないようにす
る制御手段を有する画像再生装置である。
　本発明に係るプログラムの一つは、コンピュータに実行させるためのプログラムであっ
て、第１のフレームレートの区間と、前記第１のフレームレートと異なる第２のフレーム
レートの区間とを含む動画ファイルのサムネイル画像を表示装置に表示させるステップと
、前記動画ファイルに対応する動画のどの部分が前記第１のフレームレートの区間である
かと、前記動画ファイルに対応する動画のどの部分が前記第２のフレームレートの区間で
あるかとを識別させるための情報が、前記動画ファイルに対応する動画が再生される前に
、前記動画ファイルのサムネイル画像とともに前記表示装置に表示されるように制御する
制御ステップとを有し、前記動画ファイルと異なる動画ファイルのサムネイルが前記動画
ファイルのサムネイル画像とともに前記表示装置に表示される場合、前記制御ステップが
前記コンピュータに実行されないことを特徴とするプログラムである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ユーザは、高フレームレート区間の有無の確認を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら詳述する。
【００１１】
　図１は、本発明の一実施の形態における画像記録装置であるデジタルカメラ１００の構
成を概略的に示すブロック図である。なお、図１に示す画像記録装置は、デジタルカメラ
に限るものではなく、デジタルビデオカメラ、デジタルカメラ一体型携帯電話等の撮像装
置で構成することもできる。
【００１２】
　図１において、デジタルカメラ１００は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１、メ
モリ２、表示部３、操作部４、撮像部５、画像処理部６、圧縮処理部７及び記憶媒体８を
有し、これらはシステムバスを介して互いに接続されている。デジタルカメラ１００は、
後述する図５のアイコン表示処理及び図１３のスライドショー表示処理を実行する。
【００１３】
　ＣＰＵ１は、メモリ２上に記憶されたプログラムを実行することにより、表示部３、操
作部４、撮像部５、画像処理部６、圧縮処理部７及び記憶媒体８の撮影動作に必要な所定
の制御を行う。メモリ２は、ＣＰＵ１で実行されるプログラム及びプログラムの実行に必
要なデータを保持する。
【００１４】
　表示部３は、液晶表示器等で構成され、撮影した画像の再生表示、各種撮影条件の設定
等の操作メニューの表示等を行う。操作部４は、ボタン、十字キー、ダイヤル等の操作部
材で構成され、ユーザによって各種撮影条件の設定や撮影動作及び各種モード設定等が行
われる。
【００１５】
　撮像部５は、レンズ部、撮像素子によって構成され、被写体の光学像を映像信号に変換
して、画像処理部６に供給する。撮像素子には、ＣＣＤセンサ等を使用することができる
。さらに、撮像部５は、シャッタ機構、絞り機構を有し、光量の調節を行う。画像処理部
６は、撮像部５から受信した映像信号に対して所定の信号処理を施すことで、オートフォ
ーカス（ＡＦ）処理、オート露出（ＡＥ）処理及びホワイトバランス（ＷＢ）処理等の画
像処理を行う。画像処理部６は、撮像部５から受信した映像信号の所定の矩形領域を測距
枠として設定して、この測距枠内の画像情報を基にＡＦ処理を行う。また、電子ズーム時
には画角切り出し位置を設定することによって、任意の矩形領域を切り出す。さらに、切
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り出した矩形領域における画像はＥＶＦ表示、レビュー表示若しくは撮影サイズ等に合わ
さるように拡大縮小処理が施される。
【００１６】
　圧縮処理部７は、画像処理部６において所定の処理が施された映像信号の圧縮処理を行
う。圧縮処理部７は、動画像の圧縮処理を行う場合、フレーム内符号化と予測画像を用い
るフレーム間符号化方式とを併用して圧縮処理を行う。記憶媒体８は、圧縮処理部７で圧
縮された映像信号や、各種撮影条件の設定等をファイルデータとして保存する。記憶媒体
８は、取り外し可能な記憶媒体であり、半導体メモリ、ハードディスク、磁気ディスク、
光ディスク、光磁気ディスク等を有する。
【００１７】
　図２は、図１のデジタルカメラ１００の背面図である。
【００１８】
　図２において、デジタルカメラ１００は、その背面に、後述する図３のマルチ表示及び
図４のシングル表示を表示する表示部３を左寄りに有し、操作ボタン４０１～４０７で構
成された操作部４を右側に有する。表示部３は、マルチ表示及びシングル表示の表示に加
えて、スライドショーも表示する。
【００１９】
　操作ボタン４０１～４０７は、撮影記録された画像ファイルを表示部３に再生表示させ
る際や、画像ファイルのブラウジングを行う際に使用される。さらに、画像ファイルの再
生時における所定の操作を行う際においても使用される。
【００２０】
　操作ボタン４０３～４０６の４つのボタンは、４方向の十字操作ボタンとして使用され
る。
【００２１】
　以下、図３～図４を用いて、デジタルカメラ１００の再生モードにおいて、撮影記録さ
れた画像ファイルのブラウジングを行う際の表示形態を説明する。
【００２２】
　図３は、図２における表示部３に表示されるマルチ表示の一例を示す図である。
【００２３】
　図３の表示部３には、撮影記録された画像ファイルのサムネイル画像３０１～３０９が
３×３のマス目上に配置される。さらに、後述する図５のアイコン表示処理に基づいて動
画アイコン３１０～３１２及び高フレームレート区間ありアイコン３１３が所定の画像フ
ァイルのサムネイル画像に表示される。
【００２４】
　ユーザは、画像ファイルのサムネイル画像３０５，３０７，３０９に動画アイコン３１
０～３１２が表示されていることから、その画像ファイルが動画ファイルであることを確
認できる。さらに、サムネイル画像３０５に高フレームレート区間ありアイコン３１３が
表示されていることから、その画像ファイルが高フレームレート区間を含む動画ファイル
であることを確認できる。また、サムネイル画像３０１～３０４，３０６，３０８に上記
アイコンが表示されていないことから、その画像ファイルが静止画ファイルであることを
確認できる。
【００２５】
　そして、ユーザは、操作ボタン４０３～４０６で、静止画ファイル及び動画ファイルの
サムネイル画像３０１～３０９から、再生したい静止画ファイル又は動画ファイルを選択
することができる。さらに、ユーザは、操作ボタン４０７を押下することにより、選択し
たサムネイル画像をマルチ表示からシングル表示に表示させることができる（図４）。
【００２６】
　図４は、図２における表示部３に表示されるシングル表示の一例を示す図である。
【００２７】
　図４の表示部３には、図３における動画ファイルのサムネイル画像３０５のシングル表
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示が表示されており、動画再生のスタンバイ状態を示している。
【００２８】
　ユーザは、動画アイコン３１０が表示されていることから動画ファイルであることを確
認でき、さらに、高フレームレート区間ありアイコン３１３が表示されていることから高
フレームレート区間を含む動画ファイルであることを確認できる。そして、ユーザは、操
作ボタン４０７を押下することにより、動画ファイルを再生することができる（図６）。
【００２９】
　図５は、図１のデジタルカメラ１００によって実行されるアイコン表示処理の手順を示
すフローチャートである。なお、本処理は、デジタルカメラ１００におけるＣＰＵ１によ
って実行される。
【００３０】
　図５において、まず、撮影記録された画像ファイルが動画ファイルであるか否かを画像
ファイルの属性情報から判別し（ステップＳ５０１）、画像ファイルが動画ファイルであ
るときは、動画アイコンを画像ファイルのサムネイル画像に表示する（ステップＳ５０２
）。次いで、画像ファイルに高フレームレート区間があるか否かを画像ファイルの属性情
報から判別し（ステップＳ５０３）、画像ファイルに高フレームレート区間があるときは
、高フレームレート区間ありアイコンを画像ファイルのサムネイル画像に表示して（ステ
ップＳ５０４）、本処理を終了する。
【００３１】
　ステップＳ５０１の判別の結果、画像ファイルが動画ファイルでないときは、動画アイ
コン及び高フレームレート区間ありアイコンを表示することなく、本処理を終了する。
【００３２】
　ステップＳ５０３の判別の結果、画像ファイルに高フレームレート区間がないときは、
高フレームレート区間ありアイコンを表示することなく、本処理を終了する。
【００３３】
　図５のアイコン表示処理によれば、撮影記録された画像ファイルが、動画ファイルであ
るときは（ステップＳ５０１でＹＥＳ）、動画アイコンを画像ファイルのサムネイル画像
に表示する（ステップＳ５０２）。さらに、画像ファイルに高フレームレート区間がある
ときは（ステップＳ５０３でＹＥＳ）、高フレームレート区間ありアイコンを画像ファイ
ルのサムネイル画像に表示する（ステップＳ５０４）。これにより、ユーザが、フレーム
レートを切り替えて記録された動画ファイルに関して、直感的な操作を行うことができる
。
【００３４】
　以下、図６～図９を用いて、デジタルカメラ１００の再生モードにおいて、撮影記録さ
れた高フレームレート区間を含む動画ファイルの再生表示形態を説明する。
【００３５】
　図６は、図２における表示部３に表示される動画再生状態の一例を示す図であり、（Ａ
）は、高フレームレート区間以外の再生状態を示し、（Ｂ）は、高フレームレート区間の
再生状態を示す。
【００３６】
　図６（Ｂ）に示すように、高フレームレート区間の再生が行われる際に、高フレームレ
ート区間ありアイコン３１３を点滅させることによって、ユーザに、高フレームレート区
間の再生が行われていることを通知することができる。
【００３７】
　以下、図７～図８を用いて、高フレームレート区間の再生方法に係る再生表示形態を説
明する。
【００３８】
　図７～図８は、図２における表示部３に表示される動画再生状態の一例を示す図である
。
【００３９】
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　まず、図７は、高フレームレート区間を撮影時と同じ時間経過で再生する高フレームレ
ート再生モードを示し、文字３１４が表示される。一方、図８は、高フレームレート区間
を撮影時の時間経過と比較してスローに再生するスロー再生モードを示し、文字３１５が
表示される。
【００４０】
　ユーザは、文字３１４～３１５によって、高フレームレート区間の再生モードを確認す
ることができる。
【００４１】
　図９は、図２における表示部３に表示される動画再生状態の一例を示す図であり、スロ
ー再生モードが設定されている。
【００４２】
　図９では、表示部３に動画ファイル全体のシーケンスを示すシーケンスバー３２０を表
示させる。このシーケンスバー３２０の左端は動画の開始時、右端は動画の終了時を示し
、現時点３２１及び高フレームレート区間３２２，３２３が表示される。
【００４３】
　本実施の形態では、シーケンスバー３２０を動画再生時に表示してもよく、停止時に表
示してもよい。さらには、図４の動画再生のスタンバイ状態において表示してもよい。
【００４４】
　以下、図１０～図１１を用いて、デジタルカメラ１００の再生モードの各モード設定及
びモード間遷移の説明を行う。
【００４５】
　前述した図４の動画再生のスタンバイ状態において、ユーザによって操作ボタン４０１
が押下されると再生モードが、全動画シーケンス再生モード１００１、高フレームレート
区間のみ再生モード１００２、高フレームレート区間繰り返し再生モード１００３と巡回
的に切り替わる（図１０）。全動画シーケンス再生モード１００１は、全動画のシーケン
スを再生するモードである。高フレームレート区間のみ再生モード１００２は、高フレー
ムレート区間のみを再生するモードである。高フレームレート区間繰り返し再生モード１
００３は、高フレームレート区間を繰り返し再生するモードである。
【００４６】
　さらに、ユーザによって操作ボタン４０２が押下されると高フレームレート区間の区間
再生モードが、高フレームレート再生モード１１０１、スロー再生モード１１０２と巡回
的に切り替わる（図１１）。高フレームレート再生モード１１０１は、高フレームレート
区間を撮影時と同じ時間経過で再生するモードである。スロー再生モード１１０２は、高
フレームレート区間を撮影時の時間経過と比較してスローに再生するモードである。
【００４７】
　以下、図４、図６～図９を用いて、デジタルカメラ１００の再生モードにおいて、撮影
記録された高フレームレート区間を含む動画ファイルの再生表示の操作方法を説明する。
【００４８】
　まず、図４の動画再生のスタンバイ状態において、ユーザによって操作ボタン４０３が
押下されると、直前の高フレームレート区間の先頭に頭出しを行う。また、操作ボタン４
０５が押下されると、直後の高フレームレート区間の先頭に頭出しを行う。また、操作ボ
タン４０４が押下されると、現在表示中の画像フレームの直前の画像フレームを表示し、
操作ボタン４０４が押下され続けると、巻き戻し表示を行う。また、操作ボタン４０６が
押下されると、現在表示中の画像フレームの直後の画像フレームを表示し、操作ボタン４
０６が押下され続けると、早送り表示を行う。また、操作ボタン４０７が押下されると、
現在表示中の画像フレームから動画再生を開始する（図６～図９）。
【００４９】
　次に、図６～図９の動画再生状態において、ユーザによって操作ボタン４０３が押下さ
れると、直前の高フレームレート区間の先頭に頭出しを行い、この位置から動画再生を開
始する。また、操作ボタン４０５が押下されると、直後の高フレームレート区間の先頭に
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頭出しを行い、この位置から動画再生を開始する。また、操作ボタン４０４が押下される
と、巻き戻し再生を行う。また、操作ボタン４０６が押下されると、早送り再生を行う。
また、操作ボタン４０７が押下されると、動画再生を停止して、動画再生のスタンバイ状
態となる（図４）。
【００５０】
　これにより、ユーザは、フレームレートを切り替えて記録された動画ファイルに関して
、直感的な操作で簡潔に所望の動画再生を行うことができる。
【００５１】
　本実施の形態では、図４の動画再生のスタンバイ状態等において、図１２に示すメニュ
ー画面を表示部３に表示させ、ユーザにデジタルカメラ１００における各種初期設定を選
択させることもできる。図１２では、高フレームレート区間の区間再生モードが高フレー
ムレート再生モードに設定されている。
【００５２】
　図１３は、図１のデジタルカメラ１００によって実行されるスライドショー表示処理の
手順を示すフローチャートである。
【００５３】
　本処理は、デジタルカメラ１００におけるＣＰＵ１によって実行され、スライドショー
表示は表示部３に表示される。
【００５４】
　図１３において、まず、撮影記録された画像ファイルが動画ファイルであるか否かを画
像ファイルの属性情報から判別する（ステップＳ１３０１）。ステップＳ１３０１の判別
の結果、画像ファイルが動画ファイルでないときは、その画像ファイルである静止画ファ
イルを一定時間表示して（ステップＳ１３０２）、ステップＳ１３０６の処理へ進む。一
方、画像ファイルが動画ファイルであるときは、画像ファイルに高フレームレート区間が
あるか否かを画像ファイルの属性情報から判別する（ステップＳ１３０３）。
【００５５】
　ステップＳ１３０３の判別の結果、画像ファイルに高フレームレート区間がないときは
、動画の先頭若しくは先頭から一定時間後の位置から一定時間再生して（ステップＳ１３
０４）、ステップＳ１３０６の処理へ進む。一方、画像ファイルに高フレームレート区間
があるときは、高フレームレート区間を再生して（ステップＳ１３０５）、ステップＳ１
３０６の処理へ進む。
【００５６】
　ステップＳ１３０６では、ステップＳ１３０２，Ｓ１３０４，Ｓ１３０６で表示又は再
生した画像ファイルがスライドショー表示の最後の画像ファイルであるか否かを判別し（
ステップＳ１３０６）、最後の画像ファイルでないときは、次の画像ファイルに対して、
ステップＳ１３０１以降の処理を実行する。一方、最後の画像ファイルであるときは、本
処理を終了する。
【００５７】
　また、本実施の形態は、内部に表示部を有することなく、外部の表示装置に表示を行う
構成でもよい。
【００５８】
　（他の実施形態）
　前述した各実施の形態は、前述した各実施の形態を実現するためのプログラムを記憶し
たコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を、システム或いは装置に供給し、そのシステム
或いは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ等）が当該記憶媒体に格納された当該
プログラムを読み出し実行することによっても達成される。
【００５９】
　前述した各実施の形態を実現するためのプログラムを供給するためのコンピュータ読み
取り可能な記憶媒体としては、例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディス
ク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－
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ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ＋ＲＷ等の光ディスク、磁気テープ、不揮発性のメモリカ
ード、ＲＯＭ等を用いることができる。前述した各実施の形態を実現するためのプログラ
ムは、ネットワークを介してダウンロードするようにしてもよい。
【００６０】
　また、前述した各実施の形態を実現するためのプログラムは、その一部をコンピュータ
上で稼動しているＯＳ（オペレーティングシステム）等を用いて構成してもよい。
【００６１】
　さらに、前述した各実施の形態を実現するためのプログラムは、その一部をコンピュー
タに挿入された機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットで実行する
ように構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の一実施の形態における画像記録装置であるデジタルカメラの構成を概略
的に示すブロック図である。
【図２】図１のデジタルカメラの背面図である。
【図３】図２における表示部に表示されるマルチ表示の一例を示す図である。
【図４】図２における表示部に表示されるシングル表示の一例を示す図である。
【図５】アイコン表示処理の手順を示すフローチャートである。
【図６】図６は、図２における表示部に表示される動画再生状態の一例を示す図であり、
（Ａ）は、高フレームレート区間以外の再生状態を示し、（Ｂ）は、高フレームレート区
間の再生状態を示す。
【図７】図２における表示部に表示される動画再生状態の一例を示す図である。
【図８】図２における表示部に表示される動画再生状態の一例を示す図である。
【図９】図２における表示部に表示される動画再生状態の一例を示す図である。
【図１０】再生モードのモード間遷移を説明する図である。
【図１１】再生モードにおける高フレームレート区間の区間再生モードのモード間遷移を
説明する図である。
【図１２】図２における表示部に表示されるメニュー画面を説明する図である。
【図１３】図１のデジタルカメラによって実行されるスライドショー表示処理の手順を示
すフローチャートである。
【符号の説明】
【００６３】
１　ＣＰＵ
３　表示部
４　操作部
１００　デジタルカメラ
３１０，３１１，３１２　動画アイコン
３１３　高フレームレート区間ありアイコン
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